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対　象 申し込み

今年4月分の児童扶養手当が支
給された人 不要（支給済み）

公的年金等を受給していて、今
年4月分の児童扶養手当の支給
が全額停止された人
※児童扶養手当の申請をしてい
れば、今年4月分の同手当の
支給が全額または一部停止と
なったことが推測される人を
含みます。

※公的年金を含む、令和元年中
の収入額が児童扶養手当の受
給水準を下回る場合に限りま
す。

大和市で児童扶養
手当などの認定を
受けている人には、
申請方法などの案
内を6月下旬に送付
します。それ以外の
人は、こども総務課
へお問い合わせく
ださい

新型コロナウイルスの影響によ
り家計が急変するなど、収入が
児童扶養手当を受給している人
と同水準になっている人
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